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北海道大学法学会記事

北法69（5・1）1317

　
　

北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

○
二
〇
一
八
年
七
月
二
五
日
（
水
）
午
後
二
時
よ
り

「
民
法
に
お
け
る
優
生
思
想
」

報
告
者　

小
沼　

イ
ザ
ベ
ル

（
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
大
学
）

出
席
者　

二
十
六
名　
　
　

　

本
報
告
で
は
、
法
学
の
中
で
も
、
特
に
民
法
学
に
お
け
る
優
生
思
想
に

焦
点
を
あ
て
、
優
生
結
婚
の
法
制
化
の
有
無
を
め
ぐ
り
ど
の
よ
う
な
議
論

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
か
、
穂
積
重
遠
な
ど
主
要
な
法
学
者
と
優
生
思
想

の
関
係
を
紹
介
し
た
。
発
表
の
構
成
は
戦
前
と
戦
後
に
分
か
れ
る
が
、
法

学
者
の
発
言
等
を
通
し
、む
し
ろ
そ
の
連
続
性
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

優
生
思
想
は
、そ
れ
を
「
思
想
」
と
と
ら
え
る
か
（
ユ
ー
ゼ
ニ
ズ
ム
）、

も
し
く
は
「
学
問
」
と
と
ら
え
る
か
（
ユ
ー
ゼ
ニ
ッ
ク
ス
）
で
、
そ
の
目

的
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
さ
ら
に
手
段
・
媒
体
も
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
ら

手
段
・
媒
体
の
一
つ
と
し
て
法
律
が
使
わ
れ
、
国
に
よ
っ
て
、
そ
の
射
程
、

時
期
、
思
想
的
位
置
づ
け
等
が
か
な
り
異
な
っ
て
く
る
。

　

日
本
の
優
生
法
は
、
カ
ナ
ダ
、
ア
メ
リ
カ
や
ス
エ
ー
デ
ン
と
比
べ
、
か

な
り
遅
い
時
期
ま
で
存
在
し
た
。
多
く
の
国
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
断

種
法
が
廃
止
さ
れ
る
か
緩
和
さ
れ
る
か
し
た
中
、
日
本
で
は
、
一
九
九
六

年
ま
で
優
生
保
護
法
が
適
用
さ
れ
る
。
理
由
と
し
て
、新
生
活
運
動
、ウ
ー

マ
ン
リ
ブ
、
青
い
芝
の
会
な
ど
市
民
運
動
間
の
力
学
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、
優
生
保
護
法
が
憲
法
違
反
の
法
律
で
あ
る
と
い
う
意
識

が
、
一
般
市
民
は
も
と
よ
り
、
法
学
者
の
間
で
も
あ
ま
り
広
ま
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問

を
出
発
点
と
し
て
、
主
に
以
下
の
二
点
に
絞
り
論
考
す
る
。

一
．
花
柳
病
男
子
の
結
婚
制
限
運
動

　

平
塚
ら
い
て
う
を
代
表
と
す
る
新
婦
人
協
会
は
、
花
柳
病
に
罹
っ
て
い

る
男
子
の
結
婚
を
制
限
す
る
目
的
で
運
動
を
起
こ
し
、
衆
議
院
へ
請
願
書

を
計
三
回
提
出
し
た
。
婚
姻
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
民
法
の
婚
姻
の
要
件

に
つ
な
が
る
た
め
、
平
塚
ら
い
て
う
は
民
法
学
者
穂
積
重
遠
の
助
言
を
求

め
る
。
相
談
を
受
け
、重
遠
は『
婚
姻
制
度
講
話
』（
一
九
二
五
年
、付
録「
優

生
学
と
婚
姻
法
」
参
照
）
の
中
で
請
願
書
を
詳
し
く
分
析
し
意
見
を
加
え

雑
　
　
　
報
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て
い
る
。
な
お
、
重
遠
は
同
運
動
に
懐
疑
的
で
あ
り
、
優
生
学
的
観
点
か

ら
は
反
対
し
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
婚
姻
制
約
を
設
け
る
こ
と
に
よ

り
、
さ
ら
に
法
律
婚
が
減
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
。
そ
の
後
、
同

請
願
は
女
尊
男
卑
的
な
性
格
が
問
題
視
さ
れ
、
花
柳
病
対
策
は
売
春
の
取

締
り
と
形
を
変
え
、
さ
ら
に
優
生
思
想
は
、
不
妊
手
術
の
合
法
化
（
国
民

優
生
法
）
と
い
う
形
で
法
制
化
さ
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
日
本
の
優

生
政
策
の
重
心
が
結
婚
規
制
か
ら
出
産
規
制
へ
と
移
り
、
断
種
法
へ
と
議

論
が
進
ん
だ
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ（

１
）う

。
こ
の
流
れ
を
穂
積
重
遠
は
以
下
の

よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

　
　

�「
遺
伝
的
の
疾
患
・
欠
陥
・
奇
形
等
を
有
す
る
者
と
結
婚
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
者
の
結
婚
を
法
律
で
禁
止
す
る
と
い
ふ
遣

り
方
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
米
国
の
諸
州
や
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ

ヴ
ィ
ヤ
諸
国
な
ど
で
は
以
前
か
ら
さ
う
い
ふ
法
律
を
設
け
て
い
ま

す
。
し
か
し
我
国
で
は
其
方
法
を
採
ら
ず
、
結
婚
は
差
支
な
い
が
子

が
出
来
な
い
や
う
な
手
段
を
講
じ
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
り

ま（
２
）す

。」

二
．
民
法
婚
姻
規
定
と
優
生
思
想

　

戦
後
に
お
け
る
民
法
と
優
生
思
想
の
接
点
は
、
一
九
四
八
年
の
優
生
保

護
法
と
同
年
施
行
さ
れ
た
改
正
民
法
に
お
け
る
婚
姻
規
定
と
の
関
係
を
通

し
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
民
法
七
三
三
条
は
再
婚
禁
止
規
定
を
定

め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
ち
ら
が
平
等
原
則
に
反
し
て
い
る
か
否
か
と
い

う
議
論
の
中
、
奥
野
健
一
は
当
時
、「
誰
の
子
供
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

が
混
乱
す
る
、
そ
う
い
う
よ
う
な
優
生
学
上
の
見
地
か
ら
」
同
条
を
肯
定

し
て
い（

３
）る

。
こ
こ
で
再
婚
禁
止
期
間
は
、
嫡
出
・
非
嫡
出
間
の
親
子
関
係

を
明
瞭
に
線
引
き
で
き
る
と
い
う
理
由
か
ら
、「
優
生
学
的
な
生
殖
」
と

い
う
枠
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
男
女
の

自
由
な
合
意
に
よ
る
結
婚
を
尊
重
す
る
上
で
、
優
生
学
的
欠
陥
者
の
結
婚

は
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
発
言
も
あ
り
、「
婚
姻
の
優
生
的
な
合

意
」
と
い
う
考
え
が
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
新
憲
法
の
も
と
、

婚
姻
年
齢
が
両
性
と
も
に
一
年
遅
く
な
る
と
同
時
に
、
両
親
の
同
意
が
必

要
と
さ
れ
る
年
齢
が
二
〇
歳
ま
で
と
下
が
り
、
一
見
男
女
の
自
由
を
尊
重

す
る
改
正
が
中
心
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
結
婚
の
モ
デ
ル
と

す
る
と
こ
ろ
は
い
わ
ゆ
る
優
生
結
婚
で
あ
り
、
と
く
に
優
生
結
婚
で
な
い

ケ
ー
ス
を
出
来
る
範
囲
で
な
く
す
（
障
害
者
の
結
婚
）、
合
意
規
定
に
よ

り
制
限
で
き
な
い
場
合
（
ら
い
病
患
者
な
ど
）
で
も
、
結
婚
を
許
す
が
生

殖
を
制
限
す
る
（
不
妊
手
術
と
中
絶
の
合
法
化
）
な
ど
の
方
法
が
と
ら
れ

て
い
る
。
以
上
か
ら
、
ご
く
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
民
法
の
婚
姻
規
定
と

優
生
思
想
の
関
係
が
伺
え
よ
う
。
さ
ら
に
優
生
結
婚
の
有
無
、
優
生
的
な

生
殖
の
有
無
で
扱
い
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
平
等
原
則
に
反
し
て
い



北海道大学法学会記事

北法69（5・3）1319

る
、
と
い
う
考
え
は
、
少
な
く
と
も
主
流
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

今
後
さ
ら
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
人
道
主
義
）
と
の
関
係
も
考
察
に
取

り
入
れ
て
い
き
た
い
。

（
１
）
詳
し
く
は
、
小
沼
イ
ザ
ベ
ル
「
花
柳
病
男
子
の
結
婚
制
限
と
法

律
婚
に
み
る
戸
籍
の
法
的
役
割
」
三
谷
博
（
監
）
ク
ロ
ー
ド
・
ア

モ
ン
／
廣
瀬
緑
（
編
）『
近
代
日
本
と
ア
ジ
ア
─
地
政
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
か
ら
』
勉
誠
出
版
、二
〇
一
六
年
、一
六
五
～
一
八
六
頁
。

（
２
）
穂
積
重
遠　
『
結
婚
訓
』中
央
公
論
社
、一
九
四
一
年
、五
四
頁
。

（
３
）
国
会
参
議
院
司
法
委
員
会
一
九
四
七
年
八
月
二
一
日
議
事

録�(http://kokkai.ndl.go.jp/SE
N
T
A
K
U
/sangiin/001/�

1340/00108211340017.pdf).
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